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梨
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収
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正
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二
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梨
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
九
号

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
適
用

す
る
。平

成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

１
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

山
梨
県
告
示
第
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
一
宮
山
梨
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
字
上
澤
越
一
二
五
番
の
一
地

旧

九
・
五
〜

一
七
五
・
〇

先
か
ら

三
二
・
五

笛
吹
市
一
宮
町
坪
井
字
上
澤
越
一
一
〇
番
地
先
ま

で

新

一
〇
・
三
〜

一
七
五
・
〇

三
四
・
三

山
梨
県
告
示
第
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
七
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
精
進
湖
線

三
　
道
路
の
区
域

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

一
月
十
七
日

第
二
千
百
三
号

月　曜　日

そ
の
他
の
機

械
器
具
又
は

設
備

１
時
間

１
件

１
時
間

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
タ
ー

紫
外
線
硬
化
乾
燥
装
置

卓
上
旋
盤

低
温
恒
温
器

卓
上
粉
砕
機

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
ミ
キ
サ
ー

ミ
ニ
テ
ス
ト
プ
レ
ス

480円
190円
100円
1,400円
160円
220円
160円

レ
ー
ザ
ー
マ
ー
カ
ー

卓
上
促
進
耐
光
性
試
験
機

370円
170円



区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
下
小
河
原
字
松
葉
一
九
二
番
の
一
地
先
か

旧

五
・
四
〜

五
二
七
・
〇

ら

九
・
五

甲
府
市
小
瀬
町
字
北
屋
敷
三
九
五
番
の
六
地
先
ま

で

新

八
・
四
〜

五
二
七
・
〇

一
一
・
八

公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
こ
る
だ

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
山
田
津
太
男

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
大
下
条
二
百
七
十
三
番
地
八

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
趣
旨
に
従
い
、
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
に
対
し
て
、

地
域
の
子
育
て
に
よ
っ
て
地
域
が
育
つ
と
い
う
視
点
か
ら
、
地
域
に
よ
る
子
ど
も
の
育
ち
と
子
育

て
家
庭
の
支
援
を
行
い
、
子
ど
も
が
自
立
し
、
次
代
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
へ
と
成
長
す
る

こ
と
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
我
々
を
取
り
巻
く
環
境
を
持
続
可
能
な
形
で
次
代
へ
引
き
継
ぐ
こ

と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
七
日
ま
で

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
中
村
技
建

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
六
百
八
十
三
番
地
一

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
中
村
正
継

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
九
二
三
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
九
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
日
向
設
備

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
長
坂
町
白
井
沢
三
千
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
日
向
正
之

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
七
）
第
五
〇
五
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
管
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

一
二



平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
望
月
電
気
商
会

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
四
百
八
十
六
番
地
七

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
武
藤
年
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
一
八
）
第
四
四
五
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
川
手
工
業
所

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
須
玉
町
若
神
子
二
千
四
百
五
十
四
番
地

３
　
破
産
管
財
人
の
氏
名
　
小
野
正
毅

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
―
二
〇
）
第
九
一
七
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を

廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
組
合
の
名
称

富
士
吉
田
市
雨
坪
土
地
区
画
整
理
組
合

二
　
事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

三
　
施
行
地
区

富
士
吉
田
市
大
字
小
明
見
字
雨
坪
、
字
愛
地
宿
、
字
滝
澤
、
字
上
手
及
び
字
丸
の
各
一
部

四
　
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地
　
富
士
吉
田
市
役
所
都
市
産
業
部
都
市
整
備
課

五
　
設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
四
日

六
　
変
更
後
の
事
務
所
の
所
在
地

富
士
吉
田
市
下
吉
田
千
八
百
四
十
二
番
地
　
富
士
吉
田
市
役
所
内

七
　
変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

教
育
委
員
会

山
梨
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
重
要

文
化
財
の
指
定
が
あ
っ
た
の
で
、
山
梨
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
九

号
）
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
山
梨
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
は
、
解
除
さ
れ
た
。

平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

委
員
長
　
　
渡
　
　
邉
　
　
　
　
　
努

有
形
文
化
財
の
部

建
造
物

名
　
称

員
　
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
の
住
所

所
在
の
場
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

一
三



高
室
家
住
宅
一
〇
棟
主
屋

高
室
ト
シ
千
葉
県
市
川
市
若
甲
府
市
高
室

附
　
棟
札
一

桁
行
一
八
・
三
七
メ
ー

宮
三
丁
目
一
六
番
町
七
五
四
番

枚
・
家
相
図

ト
ル
、
梁
間
九
・
一
二

一
三
号

地

三
枚

メ
ー
ト
ル
、
一
重
、
入

母
屋
造
、
茅
葺
鉄
板
覆

。
正
面
玄
関
式
台
桁
行

三
・
六
五
メ
ー
ト
ル
、

梁
間
二
・
七
二
メ
ー
ト

ル
、
入
母
屋
造
、
桟
瓦

葺
、
南
面
、
西
面
及
び

北
面
お
だ
れ
附
属

離
れ桁

行
七
・
八
四
メ
ー
ト

ル
、
梁
間
三
・
六
四
メ

ー
ト
ル
、
一
重
、
入
母

屋
造
、
茅
葺
形
鉄
板
葺

、
西
面
出
書
院
付
き
、

東
面
渡
廊
下
附
属

文
庫
蔵

土
蔵
造
、
桁
行
六
・
八

五
メ
ー
ト
ル
、
梁
間
三

・
六
四
メ
ー
ト
ル
、
二

階
建
、
切
妻
造
、
北
面

庇
付
き
、
桟
瓦
葺
、
南

面
に
奥
及
び
奥
の
間
、

東
面
お
だ
れ
の
間
、
北

面
便
所
附
属

新
蔵土

蔵
造
、
桁
行
五
・
四

五
メ
ー
ト
ル
、
梁
間
四

・
五
四
メ
ー
ト
ル
、
二

階
建
、
切
妻
造
、
桟
瓦

葺
、
南
面
に
お
だ
れ
、

東
面
相
の
間
附
属
、
妻

入
り

長
屋
門

桁
行
一
九
・
〇
九
メ
ー

ト
ル
、
梁
間
三
・
六
三

メ
ー
ト
ル
、
一
重
、
切

妻
造
、
桟
瓦
葺

前
蔵土

蔵
造
、
桁
行
七
・
二

七
メ
ー
ト
ル
、
梁
間
四

・
五
四
メ
ー
ト
ル
、
二

階
建
、
桟
瓦
葺
、
西
面

土
庇
及
び
南
面
突
出
部

附
属

糠
倉
・
外
便
所

桁
行
七
・
〇
四
メ
ー
ト

ル
、
梁
間
一
・
八
七
メ

ー
ト
ル
、
一
重
、
切
妻

造
、
桟
瓦
葺

籾
蔵土

蔵
造
、
桁
行
九
・
〇

九
メ
ー
ト
ル
、
梁
間
四

・
五
四
メ
ー
ト
ル
、
一

部
二
階
建
、
桟
瓦
葺
、

南
面
土
庇
附
属

味
噌
蔵

土
蔵
造
、
桁
行
六
・
六

六
メ
ー
ト
ル
、
梁
間
三

・
三
六
メ
ー
ト
ル
、
一

重
、
桟
瓦
葺

弁
財
天
堂

桁
行
二
・
三
六
メ
ー
ト

ル
、
梁
間
一
・
八
一
メ

ー
ト
ル
、
一
重
、
入
母

屋
造
、
桟
瓦
葺
、
妻
入

り
附
　
棟
札
（
「
明
治
四
十

一
年
十
月
二
十
一
日
」
の

記
の
あ
る
も
の
）
一
枚
・

家
相
図
（
「
慶
應
三
年
卯

五
月
再
模
写
、
更
ニ
明
治

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

一
四



三
十
二
年
二
月
十
七
日
写

之
」
の
記
の
あ
る
も
の
、

「
慶
應
三
年
卯
五
月
再
模

写
、
明
治
三
十
二
年
二
月

亦
写
之
」
の
記
の
あ
る
も

の
、
「
慶
應
三
年
卯
五
月

再
模
写
、
明
治
三
十
二
年

二
月
十
七
□
亦
写
之
」
の

記
の
あ
る
も
の
）
三
枚

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

一
五



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
一
月
十
七
日

一
六


